
 

３  参考資料  

災害に関する参考資料を掲載しています。詳細は出典をご覧ください。 

番号 説明等 出典・参考等 

１ 災害支援の保健医療福祉チーム一覧 

 

全国保健師長会マニュアル一部改変 

２ 災害時における被災地外からの医療・保

健に関わるチームの一例 

厚生労働省 

３ 

 

京都府における災害拠点病院一覧 京都府ホームページ 

 

４ EMIS（広域災害救急医療情報システム） 

※機関コード、パスワードを確認する（第４章） 

https://www.wds.emis.go.jp/ 

５ アクション・カードの例 

 

中丹東保健所作成 

６ クロノロの例 

 

中丹東保健所作成 

７ 医療機器が必要な子どものための災害対

策マニュアル～電源確保を中心に～（第

3版）＜抜粋＞ 

国立育成医療研究センター 

８ 安定ヨウ素剤事前配布について＜抜粋＞ 

 

平成 29年度安定ヨウ素剤事前配布説明会資
料 

９ 一次救命処置の手順 

 

救急蘇生法の指針２０２０(市民用)  

10 トリアージについて 

 

全国保健師長会マニュアル 

11 府民向けの災害情報について きょうと府民だより 令和５年６月号  

・毎年６月に掲載 

・府ホームページにバックナンバーあり 

12 

 

保健師等派遣チームオリエンテーション

資料 

令和 6年 能登半島地震 京都府保健師等
派遣チームオリエンテーション資料一部変
更 

13 

 

応援派遣保健師等の姿勢と心構え 全国保健師長会マニュアル 

・「災害時の保健活動推進マニュアル（令和 2年３月）」は「全国保健師長会マニュアル」と略 

・「京都府災害時保健師活動マニュアル（平成 31年３月）」は「京都府マニュアル」と略 
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民間団体のチーム名 主な活動

JVOAD(全国災害ボラン

ティア支援団体ネット

ワーク)

災害時の被災者支援における課題解決のため、支援者間の連携を促進し、支援の調整を実施。平時はNPO、ボランティアセンターなど市民セ

クターの連携強化、産官民などのセクターを越えた支援者間の連携強化等について取り組んでいる。

PWJ（ピースウィンズ・

ジャパン）

国内外で自然災害、あるいは紛争や貧困など人為的な要因による人道危機や生活の危機にさらされた人びとを支援する日本発のNGO。

ＨｕＭＡ(ヒューマ) 災害人道医療支援会（Humanitarian Medical Assistance)という特定非営利活動法人で、国内外での大きな災害時に医療チームを派遣したり、

災害医療にかかわる人々の教育研修を行う。

災害支援の保健医療福祉チーム一覧
チーム名 主な活動 構成員（）内人数

DMAT 

（災害派遣医療チーム）

・災害時に被災者の生命を守るため、被災地に迅速に駆けつけ、救急医療を行う。

本部活動、病院支援、現場活動、避難所救護所支援等

医師(1 以上)、看護師(2

以上)、業務調整員(1 以

上）

DHEAT

（災害時健康危機管理支

援チーム）

・大規模災害時の保健衛生活動に係る体制整備の推進のために、被災都道府県に設置された「保健医療福祉調整本

部」及び保健所における指揮調整機能の支援。

医師、歯科医師、保健師、

薬剤師、獣医師、管理栄

養士、臨床検査技師等、

及び業務調整員から５名

程度

DPAT 

（災害派遣精神医療チー

ム）

・専門性の高い精神医療の提供、精神保健活動の支援を行う。

精神科医療の提供、入院患者等の避難及び搬送、被災医療機関への支援等、災害ストレスなど

医師(1)、看護師・准看護

師(2)、業務調整員(2) 

JMAT 

（日本医師会災害医療

チーム）

・被災地の地域医療の再生への支援

災害急性期以降の避難所・救護所等での医療や健康管理、被災地内の病院・診療所支援、を行い、被災地の医療

機関へ円滑な引継ぎを行う。

医師(1)、看護師・准看護

師(2)、業務調整員(1) 

DICT

(災害時感染制御⽀援

チーム）

・避難施設等における感染制御活動を⽀援するために、JSIPCが主体となって感染制御の実務経験者により編成さ

れる職能集団。

感染制御医（ICD）1名、

感染管理認定看護師

（CNIC）１～２名および

感染制御専⾨または感染

制御認定薬剤師等１名

日赤災害医療コーディ

ネートチーム

【日赤災害医療コーディネートチーム】

・都道府県保健医療調整本部における関係機関との協議・調整に基づき、救護班等の活動調整検討を行う。

【救護班】

・超急性期から医療救護活動を実施。救護所、避難所における診療、医療ニーズのアセスメント、避難所での感染

症予防等への助言を行う。

【こころのケア】

・避難所や巡回により、こころのケアを行う。必要に応じ、DPATや精神科医につなぐ。

医師(1)、看護師・薬剤

師・事務職員等(3) 

医師(1)、看護師長 (1)、

看護師(2)、事務職員・コ

メディカル等(2) 

こころのケア要員(3 程

度)、事務職員(1) 

独立行政法人国立病院機

構初動医療班/医療班

・災害急性期（発災後 48 時間以内）に医療救護活動を行う。

【初動医療班】避難所等における活動

【医療班】原則設置された拠点における活動

医師(1)、看護師・准看護

師(2)、薬剤師(1)、業務

調整員(1) 

AMAT 

（全日本病院協会）

・急性期から亜急性期において活動する。初動に先遣隊を派遣し、把握した医療ニーズを踏まえ、病院支援、避難

所の巡回診療、医療救護所での活動、災害時要配慮者の医療搬送等を行う。

医師(1)、看護師(1～ 2)、

業務調整員（1～2) 

JDAT

（日本歯科医師会チー

ム）

・災害当初の緊急災害歯科診療、避難所等における口腔衛生を中心とした公衆衛生活動により地域歯科医療の復旧

を支援する。また、警察との連携による身元確認を行う。

歯科医師(2) 歯科衛生士

(2) 

日本薬剤師会 ・被災地の都道府県薬剤師会（現地対策本部）との連携・調整、厚生労働省・日本医師会等との関係団体との連携

を行いながら、要請に応じ、薬剤師の派遣を行う。また、救護所や避難所の医薬品の確保・管理、医薬品集積所に

おける医薬品管理等を行う。

薬剤師(6) 

日本病院薬剤師会 【現地調整班】 被災地での現状把握、医療機関等との連携

【災害登録派遣薬剤師 DMAT 撤退後】 情報収集、各施設の業務整備

【災害ボランティア薬剤師】 医療施設・医療チームの統括者の指示により活動

薬剤師

災害支援ナース ・令和６年度以降、災害支援ナース（災害・新興感染症対応）の養成を、ＤＭＡＴやＤＰＡＴと同様に、厚生労働

省が実施することとし、改正医療法の「災害・感染症医療業務従事者」と位置づけ、都道府県・医療機関間の協定

に基づく業務として災害支援ナースを派遣し、被災地のニーズに応じて、避難所や医療機関等において柔軟に災害

時の看護支援活動を実践する。

看護師

JRAT 

（大規模災害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

支援関連団体協議会）

・他の災害救助チームと連携し、災害リハビリテーション支援、災害支援必要機材の準備、都道府県を単位とす

る。

医師(1)、理学療法士 (1)、

作業療法士(1)、その他専

門職(1) 

JDA-DAT 

（日本栄養士会災害支援

チーム）

・医療救護班の一員として、避難所等における巡回栄養相談、調査、避難所への支援物資の搬送、特殊栄養食品ス

テーションの設置・管理、自衛隊炊き出しメニューの栄養価計算・献立提案、災害弁当メニューの開発等を行う。

栄養士（3～5）

日本食品衛生協会 ・食品衛生に関する普及啓発活動、衛生食品等の調達。 その他の専門職(2) その他

(2) 

DWAT

(災害時派遣福祉チー

ム）

・災害時の避難所において、避難生活を送る上で想定される要配慮者の体調や心身状況の悪化などの二次被害を防

ぐため福祉専門職で構成されるチーム

社会福祉士、介護福祉

士、ケアマネジャー、相

談員、看護師等

JCAT
(全老健災害派遣ケアチー

ム）

・災害等の発生時に、被災地の老健施設への支援などを基本とした介護ケアチーム 介護職員、看護職員、リハ

ビリ専門職。必要に応じて

医師、薬剤師、栄養士等
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災害時における被災地外からの医療・保健に
関わるチームの一例
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京都府における災害拠点病院（令和５年４月１日現在）
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EMIS（広域災害救急医療情報システム）
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アクションカードの例（中丹東保健所）
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クロノロの例（中丹東保健所）
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医療機器が必要な子どものための災害時における
医療機器の電源確保等について＜抜粋＞
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安定ヨウ素剤事前配布について＜抜粋＞
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一次救命処置の手順
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トリアージについて

トリアージ
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府民向けの災害情報について
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令和〇年 〇〇地震 京都府保健師等派遣チームオリエンテーション資料 
 
 
 
 
                                                      令和〇年〇月〇日現在 
現地の具体的な活動については前の班から引継ぎがあります。 

 

１．派遣日時   
   月 日（ ）～ 月 日（ ）初日及び最終日は、京都～〇〇間の移動日 
 
２．派遣先    
   〇〇県〇〇市 

    

３．現地集合場所・活動時間  

   〇〇市役所健康増進センター （〇〇県〇〇市） 

８：００～１７：１５  ※現地の状況により時間外勤務の可能性あり 

＜活動拠点の状況＞ 

水回り 下水道使用不可。センターに循環型の水道あり。 

トイレは、施設外に設置の自走式トイレを使用。 

電 気 電気使用可。ミーティング会場は暖房が入っているが、支援団体が多く、記

録等は、施設内の空きスペースで行うことも多い。施設の電源を活用して、

充電等可。（派遣チームが多く、場所が限られる） 

食 事 空いた時間に持参した食料を拠点施設や車内で食べる。 

ゴ ミ 府庁に持ち帰り。ゴミとペットボトル、缶を分別。 

 

４．活動内容  

  ・避難所における住民の健康管理・衛生管理等業務や訪問活動 

  ※現地の状況により、活動内容、活動場所等は変更される場合があります。 
 
５．派遣保健師等                  

 
◎はリーダー 
 

 

 

 

 

６．宿泊先  

・ 月 日、 月 日：〇〇ホテル駅前（個室）https://www. /・・・・ 

〇〇県〇〇市〇〇（〇〇駅から徒歩〇分） TEL 

    （宿泊料）   円 

（個人で支払い領収証をもらっておいてください）  

     

・ 月 日～ 月 日: △△ホテル チームで１室（５F）男女同室 

構造上１階から３階までの動線が長い 

ベッド２、ソファ１を活用して、府が準備したシュラフ（〇〇製－15℃まで対

応）やキャンプ用マットレスで寝ます。 

 

災害支援に係る保健師等の派遣について 
（第〇班） 

職種 所属 職位 氏名 

保健師 〇〇保健所 専門幹 ◎京都 太郎 
保健師 〇〇市 技師  

管理栄養士 〇〇市 主任栄養士  

業務調整員 〇〇課 主任  

京都府保健師等派遣チームオリエンテーション資料 
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＜△△ホテルの状況＞ 

水回り 上下水道使用不可。トイレは１階外にある簡易トイレを使用し、手は洗えな

い。歯磨きも１階で実施。 

電 気 部屋の電気、暖房は使用可。エレベーターは✕ 

小さめの冷蔵庫あり。 

食 事 水やバランス栄養食等の非常食のみ府で準備。冷蔵庫は使用可能。 

カセットコンロと鍋を２個ずつを準備。ホテルの電気ポットもあり。お湯を

沸かしたり、レトルトを温めることが出来ます。 

ゴ ミ 府庁に持ち帰り。ゴミとペットボトル、缶を分別。 

着替え等 浴室を活用。 

 

 

７．現地までの交通手段・行程 

〇/〇 

11:00 業務調整員の方は、レンタカー〇〇店で車両を受領 

12:30 府庁 2 号館１階西側入口前集合：駐車場所 

13:00 府庁出発（レンタカー：〇〇、四駆・スタッドレス） 

夕刻 ホテル着（〇〇ホテル泊） 

〇/〇 
6:00 ホテル発（〇〇ホテル泊） 

11:00 〇〇市健康増進センター着 引継ぎ 

〇/〇 
～〇/〇 

8:00 〇〇市健康増進センター着 終日保健活動 

〇/〇 

8:00 保健活動 

11:30 引継ぎ 

～14:00 引継ぎ終了次第、〇〇へ移動 

夕刻 ホテル着（△△ホテル泊） 

〇/〇 

8:00 ホテル発 

12:30 府庁着・解散（京都駅や〇〇駅等、途中下車は要相談） 

 業務調整員の方は、レンタカー〇〇店で車両を返却 

     

 

８．服装と持ち物 ※派遣拠点に準備してあるものは「保健師派遣準備用品一覧」のとおり 

服装に決まりはありませんが、汚れてもよい、動きやすい服装・靴でお願いします。    

京都府の派遣者とわかるようにビブスを着用します。 

①身分証明書や名札 班の名刺は準備します。 ②現金（〇〇市内では基本使いません） 

③折りたたみ傘、雨具 ④長靴・スノーブーツ等、雨雪に対応できる靴 

⑤府職員は行政支援用 PC（在宅ワーク及び Teams の設定（スマホも））  
 市町村さん用の PC準備してます。（Teams、Gmail、プリンター設定済み） 

⑥上履きやスリッパ（避難所で履くことは今の
ところなし。ホテルで使用する程度） 

⑦マスク 

⑧食料品（好みのものを日数分。例えば、レトルト食品、カップ麺、アルファ化米等、温かく
食べれる物は重宝します。初日の〇〇駅周辺で購入可能。バランス栄養食等は府で準備） 

⑨飲料（水は府で準備）と持参用の水筒等。（水筒は、保温出来るタイプも重宝する。） 

⑩着替え（洗濯は出来ません） ⑪使い捨てカイロ 

⑫タオル、シャンプー、ボディソープ、入浴しない日用にドライシャンプー、身体清拭用のウ
エットシート等 

⑬歯磨きセット ⑭保険証、常備薬・酔い止め等* 

*救急用に解熱薬、胃腸薬等を配備済 
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９．公用携帯番号について 

保健師（リーダー）用 調整員用 

  

 

１０．報告について 

随時報告：班の動静 

    職員の動静、安否確認のため､出発､移動､帰宿等動きがわかるよう､保健師（リーダ
ー）あるいはメンバーが Teams に随時報告｡ 

 

定例報告：活動内容報告  
   ① 派遣職員支援活動報告書（日報） 
     事務職員が、報告書全体を作成し、保健師等が追記のうえ、原則、活動日の翌

日１２時までに「健康福祉総務課アドレス」にパソコンメールにて報告 
② 現地活動記録（複数あり） ※保健師等が記入し、現地のルールに従って提出 
③ 班活動のまとめ（パワーポイント）メンバーが協働して班ごとのまとめを作成 
リーダーの所属する保健課長に資料を確認いただいた上で「完成」をつけて保管。 
＊活動終了後 1 週間以内に「健康福祉総務課アドレス・・・@pref.kyoto.lg.jp」に送信 

④ 府への報告や〇〇県への報告様式等は以下に保存する。 

D:¥健康福祉部本庁・地域機関共用¥・・・・・・ 

  
 
ZOOM や teams を活用した情報交換 

ZOOM については、派遣期間中は下記 ID を専用に確保しています。 
 保健師チーム用 DHEAT 用 
ID   
pass   

           

 

１１．リーダーの役割 
 （１）リーダー（保健師） 

  ・災害支援保健活動に係る現地及び本庁(健康対策課)との連絡調整 

  ・現地リーダー会議への参加 

 ・派遣メンバーの健康管理等の確認､フォロー 

 

  （２）サブリーダー（業務調整員） 

・本庁(健康福祉総務課)との連絡調整。 

・交通手段の確認、役割分担、時間管理等メンバーと連絡を取り合い調整。   
  ・現地での活動形態の変化等活動状況に変化があった場合の随時連絡。 
   

１２．報告、連絡先 
   ・本庁への報告先は「健康福祉総務課アドレス・・・@pref.kyoto.lg.jp」に統一 

健康福祉総務課 
 （個人携帯） 

（〇〇係）   

健康対策課 
 （個人携帯） 

（〇〇係）  （個人携帯） 

 ※夜間早朝を含め、緊急要件や困りごとがあれば連絡すること 
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１３．出発までにしておくこと 

  ・「京都府災害時保健師活動マニュアル」を一読してください。 

   京都府ホームページに掲載しています。 

https://www.pref.kyoto.jp/kentai/saigaijihokenshikatsudou.html 

   ＊マニュアルは現在改訂中ですので、改訂へのご意見もいただけますと幸甚です。 

   

・チームメンバーとの連絡方法を確認し、出発前からの連携に努めてください。 

（健康対策課からお知らせします） 

 

＜参考資料＞  
①感染症対策：保環研所長から情報提供 

感染症対策の事前学習：感染管理ベストプラクティス 災害時のベスプラ事例集   

https://bespra-ipc.or.jp/ 

 

   ②メンタル対策：JPAT（障害者支援課）から情報提供 

災害時のこころの情報センター 

   支援者の方へ｜ストレス・災害時こころの情報支援センター (ncnp.go.jp) 

 

＜１日のスケジュール＞  参考 

７：３０  宿舎（〇〇ホテル）出発  

８：００  本部ミーティング 1F   

保健師チームの周辺にて参加（リーダーのみ）  

８：３０  保健師チームミーティング 1F  各自治体の活動確認等（前日に次の日の活動が〇〇市保健師チーム LINE で送られ

ます。）  

※ミーティング前後に本部横にある地区ごとの要フォロー者 BOX（２つ）を確認し、要フォロー者の確認や継続支援内

容を把握後に活動するとよい  

・配布物：ミーティングで周知される広報を持参  

・記録様式   

９：００  活動開始  

・担当業務のスケジュールをチームで再確認 どこから回るか検討  

・避難所情報（Excel シート）を事前に確認  

・活動地区に入る他団体と打ち合わせし、時間を調整  

・随時、本部内の掲示物を確認  

・要フォロー者情報はキントーンで確認可能  

15：30  健康増進センターに戻り、報告物の整理、作成  

スプレッドシートの入力、要フォロー者への支援内容は KINTONE に入力  

※KINTONE 入力用の PC は〇〇県 DHEAT の PC のため入力可能時間は限られている。  

ミーティングの開始前後に〇〇県保健師へ活動を報告  

別途、本部に手書きの報告様式あり（ミッションの達成状況など）  

16：00  保健師ミーティング １F  リーダーのみ参加  

17：00  リーダーミーティング（２F）（保健師は参加不要、栄養士は参加）  

※リーダーミーティングは〇〇県 PHN のみ参加に変更 保健師本部より LINE で夜にミーティング記録送信あり （日

赤チームが訪問する避難所情報について記載あり）  

18：00  報告、記録物提出したら業務終了  
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